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相
談
窓
口

　
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　　　　　 消費生活相談室便り  
「消費者トラブル解決」をうたう探偵業者にご注意を！
相談内容

　過去に未公開株を購入したが、いまだに上場していな

い。せめて元金だけでも取り返せないかと思っていたと

ころ、あるボランティア団体から電話があり、代わりに

未公開株代金の返還請求をしてくれる探偵事務所がある

と紹介された。そこへ電話すると手続き費用として 10

万円、弁護士費用として 50 万円が必要という。多少不

審に思うのだが大丈夫だろうか。

アドバイス

　近年、過去にあった消費者トラブルを解決する、とい

う探偵業者に関する相談が寄せられています。最近では、

ボランティアやＮＰＯ法人を名乗る団体からの電話、イ

ンターネットで見つけた無料相談などから探偵業者を紹

介されてトラブルになるケースもあります。そもそも探

偵業者は、返還請求や解約交渉を行うことはできません。

また契約にあたっては契約書面等の交付、重要事項の説

明も義務付けられており、電話やメールだけで簡単に被

害回復ができる、などという説明や広告はうのみにしな

いように気をつけましょう。

相談窓口　消費生活相談室　☎ 22-6965

還付金詐欺に警戒を！
　市内で、市役所職員を名乗り、「医療費や

年金の還付金があるので、携帯電話とキャッ

シュカードを持ってＡＴＭへ行ってくださ

い。」と言って、お金を振り込ませようとす

る詐欺が連続で発生しています。

　「携帯電話を持ってＡＴＭへ」という電話

は詐欺です。ＡＴＭの操作で還付金が返還さ

れることは、絶対にありません。お金をすぐ

に振り込まず、家族や知り合いに相談しま

しょう。怪しい電話があった場合は、すぐに

１１０番通報をしてください。

問い合わせ

　まちづくり推進課生活環境係

　☎ 22-2279

　竹原警察署　

　☎ 22-0110

いのちのホットライン竹原

場所　たけはらふれあい館

　　　（中央二丁目 4-3）9 時～ 18 時

問い合わせ　いのちのホットライン竹原

　　　　　　☎ 22-9102

特設登記・人権相談所

日時　9月 19 日（木）　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

場所　人権センター

問い合わせ　広島法務局東広島支局　☎ 082-423-7707

出張年金相談日

日時　９月 11 日（水）10 時～ 15 時 30 分

場所　福祉会館２階会議室

問い合わせ　呉年金事務所　☎ 0823-22-1691

ふれあい福祉相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　ふれあい福祉相談センター

　　　　　　☎ 22-8986　※祝日は休みです。

◇９・11 月は司法書士が応相談。

◎電話による相談も可。

＊法律相談は予約制。月初めから受付。

　 無料での相談は一人 1回です。

相談内容 日 時間帯

◎一般相談
（どんな相談でも）

毎週月～金曜 8：30 ～ 17：00
◎ボランティア相談
（活動希望・援助依頼等）

税金相談 毎月第１金曜

10：00 ～ 15：00

◇不動産相談 毎月第３水曜

◎障害児者相談 毎月第３木曜

保険・年金相談 毎月第４水曜

◎女性相談 毎月第４金曜

＊法律相談 毎月第２金曜 10：00 ～ 16：00

行政相談

国の行政への苦情や相談を受け付けます。

問い合わせ　行政相談委員　黒崎　耕二

　　　　　　（忠海中町）☎ 26-0607

地域包括支援センター

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　地域包括支援センター　☎ 22-5494

相談内容 曜日 時間

高齢者
総合相談

月～金
8：30 ～ 17：30

（土・日曜日は、要望により対応）

介護家族
相談会

偶数月の
第３火曜日

13：30 ～ 15：00

県民相談

日時　毎週水曜日　９時 15 分～ 12 時、13 時～ 16 時　　場所　広島県東広島庁舎１階（東広島市西条昭和町 13-10）

問い合わせ　西部地域県民相談室東広島支所　☎ 082-422-6911
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全国一斉！法務局休日相談所
日時　10 月６日（日）10 時～ 15 時

場所　広島法務局東広島支局

　　　（東広島市西条朝日町 9番 11 号）

相談内容　登記、境界、遺言、戸籍、供託、

　　　　　人権（無料相談、秘密厳守）

相談員　法務局職員、司法書士、土地家屋調

　　　　査士、公証人、人権擁護委員

問い合わせ　広島法務局東広島支局

　　　　　　☎ 082-423-7707

　市民人権標語 　　　小学生の作品　　　「やめんさい」　その一言で　救える命

職場の
パワーハラスメント

な
ぜ
、
今
パ
ワ
ハ
ラ
対
策
？

　

人
は
他
者
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
生

き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
職
場
は
、
人

生
に
お
い
て
多
く
の
時
間
を
過
ご
す
場

所
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
職
場
に
お
い
て
、
暴
力
、

暴
言
、
脅
迫
や
仲
間
外
し
と
い
っ
た
、

い
じ
め
行
為
が
行
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な

問
題
に
悩
む
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

都
道
府
県
労
働
局
に
寄
せ
ら
れ
る

「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」
に
関
す
る
相

談
は
近
年
急
速
に
増
加
し
て
お
り
、「
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
は
今
、
大
き
な

社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、

組
織
の
活
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け
で

な
く
、
働
く
人
の
誰
も
が
当
事
者
に
な

り
得
る
問
題
で
す
。
仕
事
と
い
う
名
目

を
か
さ
に
人
格
を
傷
つ
け
ら
れ
た
り
、

仕
事
へ
の
意
欲
や
自
信
を
喪
失
し
た

り
、
時
に
は
心
身
の
健
康
や
命
す
ら
危

険
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
は
、
決

し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
で
す
。

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は

　

「
同
じ
職
場
で
働
く
者
に
対
し
て
、

職
務
上
の
地
位
や
人
間
関
係
な
ど
の
職

場
内
の
優
位
性
を
背
景
に
、
業
務
の
適

正
な
範
囲
を
超
え
て
、
精
神
的
・
身
体

的
苦
痛
を
与
え
る
又
は
職
場
環
境
を
悪

化
さ
せ
る
行
為
」
を
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
と
い
い
ま
す
。

　

上
司
か
ら
部
下
へ
の
行
為
に
限
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
先
輩
・
後
輩
や
同
僚

間
な
ど
の
様
々
な
「
優
位
性
」
を
背
景

に
行
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。
さ

ら
に
、
部
下
か
ら
上
司
に
対
し
て
行
わ

れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
典
型
的
な
行
為
類
型

①
暴
行
・
傷
害
（
身
体
的
攻
撃
）

②
脅
迫
・
名
誉
毀
損
・
侮
辱
・
ひ
ど
い

　

暴
言
（
精
神
的
な
攻
撃
）

③
隔
離
・
仲
間
外
し
・
無
視
（
人
間
関

　

係
か
ら
の
切
り
離
し
）

④
業
務
上
明
ら
か
に
不
要
な
こ
と
や
遂

　

行
不
可
能
な
こ
と
の
強
制
、
仕
事
の

　

妨
害
（
過
大
な
要
求
）

⑤
業
務
上
の
合
理
性
な
く
、
能
力
や
経

　

験
と
か
け
離
れ
た
仕
事
を
命
じ
る
こ

　

と
や
仕
事
を
与
え
な
い
こ
と
（
過
小

　

な
要
求
）

⑥
私
的
な
こ
と
に
過
度
に
立
ち
入
る
こ

　

と
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
）

職
場
の
活
力
向
上
の
た
め
に

　

職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、

当
事
者
間
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
周
囲
の
人
た
ち
が
行
為
を
見
た

り
、
聞
い
た
り
す
る
こ
と
で
仕
事
へ
の

意
欲
が
低
下
し
、
職
場
全
体
の
生
産
性

に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　

職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
予

防
・
解
決
に
取
り
組
む
意
義
は
、
単
に

悪
い
影
響
や
損
失
を
回
避
す
る
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
働
く
一
人
ひ

と
り
の
尊
厳
や
人
格
が
尊
重
さ
れ
る
職

場
づ
く
り
は
、
職
場
の
活
力
、
仕
事
に

対
す
る
意
欲
、
職
場
全
体
の
生
産
性
な

ど
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
も
役
立
ち
ま

す
。

　

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
自
分
た
ち

と
は
関
係
な
い
、
取
組
み
が
難
し
い
、

メ
リ
ッ
ト
が
な
い
な
ど
と
考
え
る
の
で

は
な
く
、
ま
ず
は
、
適
切
な
窓
口
に
相

談
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

何
か
ら
始
め
る
か

　

職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

の
本
質
は
、
職
場
の
一
人
ひ
と
り
が
、

自
分
も
相
手
も
、
等
し
く
、
不
当
に
傷

つ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
尊
厳
や
人
格

を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し

た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
価
値
観
、
立
場
、

能
力
な
ど
と
い
っ
た
違
い
を
認
め
て
、

互
い
を
受
け
止
め
、
そ
の
人
格
を
尊
重

し
合
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
互
い
の
人
格
の
尊
重
は
、

相
互
に
理
解
し
協
力
し
あ
う
適
切
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
普
段
か
ら
職
場

で
行
わ
れ
る
こ
と
で
実
現
で
き
ま
す
。


